
大口町告示第５２号 

 

 大口町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱の一部を改正する

要綱を次のように定める。 

 

  平成２９年３月３１日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博  
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   大口町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱の一部 

を改正する要綱 

 

 大口町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱（平成２３年大口

町告示第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「４，１３９円」を「４，０８９円」に、同条第２号中「８，１

３９円」を「８，０８９円」に改める。 

様式第１中「４，１３９円」を「   円」に、「８，１３９円」を「   円」

に改める。 

様式第４中「４，１３９円」を「   円」に、「８，１３９円」を「   円」

に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


